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平
成
十
八
年
十
月
二
十
日

内
閣
総
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安
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晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
「
第
三
十
一
吉
進
丸
」
の
船
長
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
「
裁
判
」
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
「
第
三
十
一
吉
進
丸
」
の
船
長
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
「
裁
判
」
に
関
す
る
再
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
お
尋
ね
の
事
実
は
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
判
決
文
」
の
写
し
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
入
手
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

「
第
三
十
一
吉
進
丸
」
船
長
が
ロ
シ
ア
の
「
裁
判
」
の
「
判
決
」
に
服
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
判
断
す
る

立
場
に
な
い
。
政
府
と
し
て
は
、
今
回
の
北
方
四
島
周
辺
水
域
に
お
け
る
日
本
漁
船
の
銃
撃
・
だ
捕
事
件
及
び
こ
れ
に
関
す

る
ロ
シ
ア
に
よ
る
手
続
は
、
我
が
国
の
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
立
場
か
ら
容
認
し
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。


